
広報たけはら　2018.5.7　5

ふるさと就職登録制度に登録を
～「たけはら」で働いてみませんか！～

　竹原地域での就職を応援するため、Ｕ・Ｉ・Ｊターン

就職を希望される人や将来地元で就職を希望する学生の

就職をサポートする制度です。

登録方法

　登録申込書（市ホームページに掲載）に記入のうえ、

ＦＡＸ・郵送またはメールで提出してください。

登録後の流れ

○登録者の情報（個人が特定される情報は除く。）を市

　ホームページに掲載します。

○地元企業等から人材確保の相談があれば、登録者の意

　思確認後、登録情報を提供します。

○市が行う就職支援イベント等の情報を提供します。

申し込み・問い合わせ

　産業振興課産業調整係　☎２２-７７４５

　※詳細は市ホームページをご覧ください。

　

お
知
ら
せ
N
E
W

　

国
の
事
業
見
直
し
に
伴
い
、
次

の
と
お
り
家
族
介
護
支
援
事
業
を

見
直
し
ま
し
た
。

●
寝
た
き
り
老
人
等
介
護
者
激
励

　

金
支
給
事
業

　

平
成
30
年
度
か
ら
、
寝
た
き
り

老
人
等
介
護
者
激
励
金
支
給
事
業

を
廃
止
し
ま
し
た
。

●
家
族
介
護
慰
労
金
支
給
事
業

　

家
族
介
護
慰
労
金
支
給
事
業
に

つ
い
て
、
新
た
に
支
給
要
件
を
見
直

し
、
対
象
者
の
拡
大
に
努
め
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

申
請
先

　

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
ま
た

は
健
康
福
祉
課
へ
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ

　

健
康
福
祉
課
介
護
福
祉
係

　

☎
22-

７
７
４
３

事業名
平成 29 年度まで 平成 30 年度から

支給対象者 支給額 支給対象者 支給額

寝たきり老人等

介護者激励金

支給事業

　対象期間のうち、６か月

以上市内に住み、要介護３

以上の在宅高齢者を介護し

ている家族

年額

３万円
廃止

家族介護慰労金

支給事業※１

　次の①～③を全て満たす

要介護４・５の在宅高齢者

を介護している、市民税非

課税世帯の同居家族

①申請前の１年間、介護保

　険サービスを利用して　

いない。

※ただし７日以内のショー

　トステイ利用は可。

②市内在住

③市民税非課税世帯

年額

10 万円

　次の①～③を全て満たす

要介護３以上の在宅高齢者

を介護している、市民税非

課税世帯の同居家族

①申請前の１年間、介護保

　険サービスを利用してい

　ない。

※ただし７日以内のショー

　トステイ利用は可。

②市内在住

③市民税非課税世帯

年額

10 万円

家
族
介
護
支
援
事
業

の
見
直
し
に
つ
い
て

おめでとうございます

坂光　良人さん（東野町）

瑞宝双光章　受章

　坂光良人さんは、34 年間、検察事

務官として検察事務に従事され、高

齢者叙勲で、瑞宝双光章を受章され

ました。
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●「たけはら輝きプラン 2018」とは？

　今後３年間に、高齢者を取り巻く様々な問題に対して、竹原市が目指すべき基本的な施策目標を定

め、その実現に向かって取り組むべき施策を明らかにすることを目的として、平成 30 年度から平成

32 年度までの計画を策定しました。計画書は、健康福祉課、支所・出張所、市ホームページで閲覧

できます。

「たけはら輝きプラン 2018 ～竹原市高齢者福祉計画
・第７期介護保険事業計画～」を策定しました！

問い合わせ　健康福祉課介護福祉係

　　　　　　☎２２-７７４３

「竹原市第５期障害福祉計画及び
第１期障害児福祉計画」を策定しました！

問い合わせ　健康福祉課障害福祉係

　　　　　　☎２２-７７４３

●「竹原市第５期障害福祉計画」とは？

　障害者総合支援法に基づいて作成した、障害福祉サービスの必要量や、必要量確保のための方策等を

定める計画です。

●「竹原市第１期障害児福祉計画」とは？

　改正された児童福祉法に基づき、新たに策定した障害児通所支援等の充実と、支援体制の計画的な整

備の方向性を示すものです。

　市では、この２つの計画を一体的に策定し、“ともに生きる　やすらぎと思いやりのまち”をテーマ

に保健・医療・福祉・教育・就労などといった関係機関・団体の皆様と連携しながら、障害福祉サービ

スや障害児通所支援等を提供するための支援体制の強化等に取り組みます。

基本理念

　高齢期になっても、自分らしく輝き、いきいきと笑顔で暮らせるまち竹原

基本目標

　竹原市の特性に応じた地域包括ケアシステムを深化・推進する

施策の基本方針　

①介護予防・生きがいづくりの推進

②地域で安心して暮らし続けるための介護・生活

　支援・住まいの充実

③認知症施策の総合的な推進

④高齢者にやさしい環境づくりの推進

⑤介護保険制度の適正な運営

　前期計画に引き続き、団塊の世代が 75 歳以上

となる平成 37 年を見据えて、高齢者が住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続け

ることができるよう、医療、介護、介護予防、住

まい、生活支援が包括的に提供される「地域包括

ケアシステム」の実現を目指し取組みます。

重点目標

①福祉施設入所者の地域生活への移行

②精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの

　構築

③地域生活支援拠点等の整備

④福祉施設から一般就労への移行

⑤障害児支援の提供体制の整備等

障害福祉サービス等提供にあたっての重点的な

取組

①地域における自立支援のための仕組みづくり

②身近で利用しやすい相談支援体制の充実

③地域で自立するための活動の場・働く場の確保

④障害のある児童への切れ目のない支援と周囲

　の理解促進
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所得段階
対象者／保険料年額 

（月額）

第１段階
31,860 円
(2,655 円 )

第２段階
49,560 円 
(4,130 円 )

第３段階
53,100 円 
(4,425 円 )

第４段階
63,720 円
(5,310 円 )

第５段階
70,800 円
(5,900 円 )

第６段階
84,960 円
(7,080 円 )

第７段階
本人の前年の合計所
得金額が 120 万円以
上 200 万円未満の人

92,040 円
(7,670 円 )

第８段階
本人の前年の合計所
得金額が 200 万円以
上 300 万円未満の人

106,200 円
(8,850 円 )

第９段階
本人の前年の合計
所得金額が 300 万
円以上の人

120,360 円
(10,030円)

　第７期介護保険事業計画で見込んだ、計画期間中の 65 歳以上の第１号被保険者数、保険給付費、地

域支援事業費等を元に、国の法改正等を踏まえ、平成 30 年度から平成 32 年度までの介護保険料を改定

しました。高齢になり、介護や支援が必要になった人が、いつまでも住み慣れた地域で安心して生活で

きるよう、みなさんのご理解・ご協力をお願いします。

　７月上旬に平成 30 年度介護保険料確定額の通知を発送します。

65 歳以上の人の介護保険料を改定しました
問い合わせ　健康福祉課介護福祉係

　　　　　　☎２２-７７４３

所得段階
市民税
課税状況

対象者
保険料年額
（月額）

第１段階

本人及
び世帯
全員が
市民税
非課税

・生活保護受給者、老齢
　福祉年金受給者
・本人の前年の課税年金収
　入額及び合計所得金額の
　合計が 80 万円以下の人

30,672 円
(2,556 円 )

第２段階

本人の前年の課税年金収
入額及び合計所得金額の
合計が 80 万円超 120 万
円以下の人

47,712 円
(3,976 円 )

第３段階
本人の前年の課税年金収
入額及び合計所得金額の
合計が 120 万円超の人

51,120 円
(4,260 円 )

第４段階

本人が
市民税
非課税

世帯に市民税課税者がい
る人で、本人の前年の課
税年金収入額及び合計所
得金額の合計が 80 万円
以下の人

61,344 円
(5,112 円 )

第５段階

世帯に市民税課税者がい
る人で、本人の前年の課
税年金収入額及び合計所
得金額の合計が 80 万円
超の人

68,160 円
(5,680 円 )

第６段階

本人が
市民税
課税

本人の前年の合計所得金
額が 120 万円未満の人

81,792 円
(6,816 円 )

第７段階
本人の前年の合計所得金
額が 120 万円以上 190 万
円未満の人

88,608 円
(7,384 円 )

第８段階
本人の前年の合計所得金
額が 190 万円以上 290 万
円未満の人

102,240 円
(8,520 円 )

第９段階
本人の前年の合計所得金
額が 290 万円以上の人

115,872 円
(9,656 円 )

改正前 改正後
▲ ▲

要介護認定等支援員を募集
　介護保険要介護認定等の業務を行う嘱託指導員を募集します。

募集人数　１人

応募資格　介護支援専門員の資格及び普通自動車

　運転免許（AT 限定可）を有する人

業務内容　訪問調査・認定審査事務など

勤務時間　週 30 時間以内

報酬　月額１４６，５００円

申込期限　６月 15 日㈮　※必着

申し込み・問い合わせ

　所定の申込書・履歴書（健康福祉課に備え付け、

または市ホームページからダウンロード）と介護

支援専門員登録証明書（写し）を、健康福祉課介

護福祉係（☎ 22- ７７４３）へ直接提出または郵

送してください。
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国
民
健
康
保
険
へ
の
加
入
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

　

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
後
、
他
の
健
康
保
険
へ
加
入

し
な
い
場
合
は
、
国
民
健
康
保
険
へ
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
加
入
が
必
要
な
人
は
、
早
め
に
市
民
課
医
療
年
金

係
ま
た
は
支
所
・
出
張
所
で
届
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
加
入
の
届
出
が
遅
れ
る
と
保
険
証
が
な
い
た
め
、

そ
の
間
の
医
療
費
は
一
時
全
額
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
前
の
健
康
保
険
を
や
め
た
時
点
ま
で
遡
っ
て
保
険
税

を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

持
参
す
る
も
の

　

職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
証
明
書

　

本
人
確
認
書
類
（
免
許
証
等
）

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
確
認
で
き
る
も
の

　

印
か
ん

健
診
を
受
け
ま
し
ょ
う
！

　

病
気
の
重
症
化
を
防
ぐ
た
め
、
早
期
発
見
・
早
期
治
療
は

大
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
毎
年
健
診
を
受
け
て
、
自
分

の
身
体
を
守
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

今
月
の
広
報
た
け
は
ら
と
一
緒
に
配
布
し
て
い
る
「
平
成

30
年
度
竹
原
市
の
健
康
診
査
の
お
知
ら
せ
」
を
ご
覧
い
た
だ

き
、
希
望
す
る
健
診
を
期
日
ま
で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ

【
国
保
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
・
人
間
ド
ッ
ク
】

　

市
民
課
医
療
年
金
係

　

☎
22-

７
７
３
４

【
各
種
が
ん
検
診
・
歯
周
疾
患
検
診
・
竹
原
市
健
診
（
生
活
保
護
・
30
・
35
歳
）
】

　

健
康
福
祉
課
健
康
対
策
係
（
保
健
セ
ン
タ
ー
）

　

☎
22-

７
１
５
７

【
竹
原
市
健
診
（
身
体
障
害
者
手
帳
・
療
育
手
帳
所
持
者
）
】

　

健
康
福
祉
課
障
害
福
祉
係

　

☎
22-

７
７
４
３

国保だより
問い合わせ　市民課医療年金係

　　　　　　☎２２-７７３４

　

ひ
ろ
し
ま
の
森
づ
く
り
事
業
で

は
、
水
を
蓄
え
る
働
き
や
、
災
害
を

防
ぐ
な
ど
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
森
林
を
県
民
全
体
で
守
り
育
て

る
た
め
、
平
成
19
年
か
ら
「
ひ
ろ
し

ま
の
森
づ
く
り
県
民
税
」を
導
入
し
、

事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

 

竹
原
市
の
取
組

　

平
成
29
年
度
は
、
人
工
林
の
再
生

と
し
て
、
間
伐
に
よ
る
人
工
林
の
健

全
化
を
実
施
し
ま
し
た
。
ま
た
、
里

山
林
の
整
備
と
し
て
、
防
災
林
整
備
、

竹
林
繁
茂
地
整
備
、
鳥
獣
被
害
防
止

対
策
に
関
わ
る
整
備
、
竹
原
市
内
小

学
校
を
対
象
と
し
た
森
林
・
林
業
体

験
活
動
や
里
山
林
の
保
全
活
用
に
関

す
る
住
民
団
体
へ
の
支
援
を
行
い
ま

し
た
。

人
工
林
の
健
全
化
を
希
望
す
る

森
林
を
募
集

対
象

　

ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
の
人
工
林
の
う
ち
、

15
年
以
上
（
保
安
林
は
10
年
以
上
）

一
度
も
手
入
れ
が
で
き
な
い
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
森
林

内
容

　

間
伐
に
よ
る
人
工
林
の
健
全
化
を

実
施
し
て
い
ま
す
。
所
有
し
て
い
る

森
林
の
手
入
れ
が
で
き
な
い
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
場
合
は
、
ぜ
ひ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。
事
業
の
緊
急
性
や
必
要

な
手
入
れ
な
ど
を
総
合
的
に
判
断

し
、
事
業
対
象
を
決
定
し
ま
す
。

　

決
定
後
、
対
象
と
な
る
森
林
の
所

有
者
と
協
定
（
20
年
間
の
皆
伐
制
限

等
）
を
結
び
、
整
備
事
業
を
実
施
し

ま
す
。

※
間
伐
に
つ
い
て
は
、
１
ヘ
ク
タ
ー

　

ル
あ
た
り
１
万
円
の
負
担
が
必
要

　

で
す
。

住
民
団
体
等
に
よ
る
里
山
林

整
備
の
取
組
を
助
成

対
象

①
里
山
林
整
備
と
し
て
、
竹
林
の
伐

　

採
及
び
整
理
に
よ
る
繁
茂
の
防
止

　

へ
の
取
組

②
住
民
団
体
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
な
ど
が
企
画

　

す
る
里
山
林
の
保
全
活
用
に
関
す

　

る
取
組

③
森
林
の
機
能
や
林
業
に
つ
い
て
学

　

ぶ
体
験
活
動
へ
の
取
組

④
植
樹
活
動
等
の
緑
化
活
動
へ
の
取
組

内
容

　

地
域
住
民
の
代
表
者
な
ど
で
構
成

さ
れ
る
協
議
会
で
採
択
さ
れ
た
取
組

に
対
し
、
活
動
に
必
要
な
資
材
や
作

業
器
具
の
購
入
な
ど
経
費
の
一
部
を

助
成
し
ま
す
。

締
切　

６
月
29
日
㈮　

豊かな森林をまもりましょう
　ひろしまの森づくり事業

問い合わせ　建設課建設維持係　

　　　　　　☎２２-７７４６
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たけはらっこネウボラ
（子育て世代包括支援センター）

　たけはらっこネウボラ（子育て世代包括支援セン

ター）では、妊娠期から子育て期にわたるまでの切れ

目のない支援を行っています。母子健康手帳交付の時

に全ての妊婦とゆったりした雰囲気で話をしたり、助

産師などが電話や相談をお受けして、安心して出産・

子育てができるようにサポートします。

　ネウボラは、フィンランド語で「アドバイスの場」

を意味します。

場所　保健センター内（中央三丁目）

時間　月曜日～金曜日（祝日・年末年始除く）

　　　９時～ 16 時

対象　妊娠期から子育て期（おおむね就学前）の人や

　その家族など

問い合わせ　保健センター　☎２２-７１５７

　市内で、妊婦健康診査を受けることが

できます。（要予約）

実施医療機関

　安田病院（下野町３１３６）

診察日　毎月第２・４水曜日

診察時間　９時～ 12 時

担当医　産婦人科専門医の資格をもつ女

　性医師２人が交代で担当します。

診察内容

　妊婦健康診査（妊娠 30 週頃までの人

が対象）、婦人科診察

予約先

　安田病院　☎２２-６２１３

予約受付時間

　13 時 30 分～ 17 時 30 分

　（ただし木 ･日曜日を除く）

問い合わせ

　保健センター

　☎２２-７１５７

妊婦健康診査を行います

告知放送設備を用いた
情報伝達訓練を実施します

情報伝達手段 放送内容

告知放送設備※

１　上り４音チャイム
２　これは、Ｊアラート
　　のテストです。
　　（３回繰り返し）

　地震・津波や武力攻撃などの発生時に備え、次

のとおり情報伝達訓練を行います。この訓練は、

全国瞬時警報システム（Ｊアラート）を用いた訓

練で、竹原市以外の地域でも様々な手段を用いて

情報伝達訓練が行われます。

１　訓練実施日時

　　５月 16 日（水）　11 時頃

２　訓練で行う放送内容

　※告知放送設備とは、市内 20 箇所に設置して

いる屋外スピーカーと、市内公共施設等 45 箇所

に設置している告知放送端末です。　

問い合わせ

　総務課防災係

　☎２２-７７１９

2018 竹原市就職ガイダンス
日時

　７月６日（金）　13 時～ 15 時 30 分

場所

　たけはら美術館文化創造ホール

対象

　平成 31 年３月大学・短大・専門　学校等

の新卒予定者及び既卒者・一般求職者（パー

ト含む）

その他

　参加希望者は直接会場へお越しください。

（駐車場あります。）

※参加事業所は６月 20 日（水）から市ホー

　ムページに掲載予定です。

問い合わせ　産業振興課産業調整係

　　　　　　☎２２-７７４５

●参加事業所を募集しています。

　５月 14 日（月）から６月１日（金）まで

にお申し込みください。（先着順 24 社まで）

　※詳細は市ホームページをご覧ください。
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派遣地域・地名 実施予定時期
実施
期間

申込
締切日

中国東北地方 9/4 ㈫～ 9/13 ㈭ 10 日間 5/9 ㈬

イルクーツク州 9/9 ㈰～ 9/18 ㈫ 10 日間 5/14 ㈪

沿海地方 9/9 ㈰～ 9/18 ㈫ 10 日間 5/14 ㈪

東部ニューギニア 9/19 ㈬～ 9/26 ㈬ ８日間 5/25 ㈮

北ボルネオ 9/26 ㈬～ 10/2 ㈫ ７日間 6/14 ㈭

ビスマーク諸島 10/24 ㈬～ 10/31 ㈬ ８日間 6/22 ㈮

硫黄島
11/13 ㈫～ 11/14 ㈬ ２日間 7/31 ㈫

2/19 ㈫～ 2/20 ㈬ ２日間 10/22 ㈪

ミャンマー 11/13 ㈫～ 11/20 ㈫ ８日間 7/10 ㈫

パラオ諸島 1/24 ㈭～ 1/29 ㈫ ６日間 9/14 ㈮

フィリピン 2/13 ㈬～ 2/20 ㈬ ８日間 9/28 ㈮

　厚生労働省による平成 30 年度の戦没者慰霊

巡拝が行われます。参加を希望するご遺族は、

早めにお問い合わせください。参加者には、国

家公務員等の旅費に関する法律に基づき算出さ

れた旅費の３分の１が補助されます。

　なお、実施時期・期間は、相手国の都合など

により変更することがあります。

問い合わせ　

　社会福祉課福祉総務係（福祉会館１階）

　☎２２-７７４２

戦没者慰霊巡拝の参加者を募集します

地域に広がっています！
介護予防の「竹原はつらつ体操」

●介護予防体操で健康寿命を延ばそう！

　市の高齢化率は 39.3％（平成 30 年２月末現在）

で、介護を必要としている人は年々増加していま

す。「高齢になると、体力や筋力が落ちて介護が

必要になるのは仕方がない」と思っていません

か？近年、適切な運動を継続することで、高齢に

なっても筋力が維持・向上することが判明してい

ます。また、元気なうちから取り組むことで、健

康寿命の延伸につながるといわれています。その

ため、市では、介護予防に効果がある「竹原はつ

らつ体操」に取り組んでいます。

●竹原はつらつ体操ってどんな体操？

　リハビリ専門職が考案した、介護予防のため

の体操です。身体を柔らかくするストレッチ、

筋力アップのための体操のほか、バランス能力

向上のための体操など、要介護状態の大きな原

因となる転倒を予防します。特に高齢になると

衰えやすいとされる下肢の筋力向上に大きな効

果があります。体操はイスに座ってもできるの

で、状態に合わせてどなたでも行うことができ

ます。

●竹原はつらつ体操を、週に１回・３か月間取

　組んだ場合の効果を紹介します！

　筋力向上の効果を測るため、30 秒間のイス

からの立ち上がり回数を測定したところ、９割

の人が実施前より改善しました！　

●竹原はつらつ体操を始めたいと思ったら…

　・どこで開催されているのか知りたい

　・新たな場所で取組みたい！

　・興味があるので話をきいてみたい！

　気軽にお問い合わせください。

問い合わせ

　健康福祉課介護福祉係　☎２２-７７４３

●竹原はつらつ体操を続けた人から、嬉しい声

　が届いています！

　＊膝の痛みが軽くなった、なくなった

　＊上がらなかった腕が上がるようになった

　＊階段の昇り降りが楽になった

　＊歩く速度が速くなった

　＊姿勢がよくなった

　＊重たいものを持って歩けるようになった

　＊定期的に運動するので体調がよくなった

　＊気持ちが明るく前向きになった

　＊知り合い、友人ができた

市内25か所・570人を超える人が週１回以上、

「はつらつ体操」を実施しています！

竹原市介護予防キャラクター

「お元気ラビちゃん」

▲
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ご存知ですか
市民活動団体保険制度　

問い合わせ

まちづくり推進課協働推進係　☎２２-２２７９　

　市民活動団体保険は、自主的に組織された自治会、市民活動団体などのみなさんが、安心して社会貢献活

動を行うことができるよう、社会貢献活動中の思わぬ事故を対象とした保険制度です。

　この保険の対象となるためには、あらかじめ団体として登録することが必要です。なお、登録料や保険料

の負担はありません。

保険の対象となる社会貢献活動とは、次の要件を

すべて満たす活動です。

①５人以上で自主的に組織され、市内に拠点を有

　する団体の活動

②無報酬（交通費等実費の支給等を除く）の活動

③継続的 ･計画的に実施されている活動

④公益的な活動

※公益的な活動とは、地域住民やその他の社会の

　利益を目的とした活動で、会員の楽しみや趣味

　のサークル活動は対象となりません。

団体登録の手続き

　所定の市民活動団体登録届に必要事項を記入の

うえ、団体の規約、総会資料、会員名簿など活動

の目的や内容のわかる資料を添えて、まちづくり

推進課協働推進係へ提出してください。

※詳しくは、市役所、支所・出張所、各公民館に

　備え付けのパンフレットをご覧ください。

保険の対象となる主な活動例

◆自治会・町内会活動、住民自治組織活動、防

　犯活動、防火・防災活動、地域清掃活動

◆子ども会活動、青少年非行防止・保護活動

◆地区社会福祉協議会活動、社会福祉施設支援活動

◆環境美化・清掃活動、リサイクル運動

◆ PTA 活動、レクリエーション活動、文化活動

◆行方不明者等の捜索活動

保険の対象とならない活動例

◆園児・児童・生徒が行う学校行事　

◆職場などで行事として行う活動

◆会員の親睦が目的のレクリエーション活動や

　自助的な活動

◆国、県または市から委託を受けて行う活動

◆スポーツ・レクリエーション・文化活動などの行

　事における指導者・スタッフ以外の参加者の事故

◆災害救助ボランティア活動等の緊急時での活

　動で危険度の高い活動

・事前の登録必要
・保険料負担なし

▼竹原市個人情報保護条例に基づく個人情報の開示請求の状況

実施機関
請求

件数

決定状況

全部開示 部分開示 非開示 不存在

市長部局 7 3 1 1 2

上記以外 3 0 3 0 0

合計 10 3 4 1 2

　市では、開かれた市政の推進を目的として、「竹原市情報公開条例」及び「竹原市個人情報保護条例」

を制定し、市の保有している公文書等を市民のみなさんの請求に応じて開示しています。

　平成 29 年度（平成 29 年４月１日～平成 30 年３月 31 日）の運用状況は、次のとおりです。

　市政に関する情報提供のほか、情報公開に関する相談や公文書の閲覧などに応じるため、市役所２階

に閲覧室を設けていますので、ご利用ください。

▼竹原市情報公開条例に基づく公文書の公開請求の状況

実施機関
請求

件数

決定状況

全部公開 部分公開 非公開 不存在

市長部局 39 22 8 0 9

上記以外 10 8 0 0 2

合計 49 30 8 0 11

情報公開制度等の
運用状況を公表します

問い合わせ

総務課行政係　☎２２-７７１９　


